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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の動脈の血管径又は血管断面積を計測する血管断面指標値計測部と、
　前記第１の動脈の前記血管径又は前記血管断面積から前記第１の動脈の血圧を推定する
血圧推定処理を行う血圧計測部と、
　第１の動脈の血圧又は前記第１の動脈よりも抹消側における第２の動脈の血圧を入力す
る入力部と、
　前記第１の動脈の前記血圧を用いて、前記血圧推定処理に係るパラメーターを校正する
第１校正部と
　前記第２の動脈の前記血圧のうち拡張期血圧のみを用いて、前記血圧推定処理に係るパ
ラメーターを校正する第２校正部と、
　を備えた血圧計測装置。
【請求項２】
　前記パラメーターには、拡張期における前記第１の動脈の前記血管径又は前記血管断面
積と前記第１の動脈の拡張期血圧との関係に係る相関パラメーターが含まれ、
　前記第２校正部が前記相関パラメーターを校正する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の血圧計測装置。
【請求項３】
　前記パラメーターには、前記第１の動脈の血管硬度を表す血管硬度パラメーターが含ま
れ、



(2) JP 6028897 B2 2016.11.24

10

20

30

40

50

　前記第１校正部が前記血管硬度パラメーターを校正する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の血圧計測装置。
【請求項４】
　前記パラメーターには、前記第１の動脈の血管硬度を表す血管硬度パラメーターが含ま
れ、
　前記第１校正部が前記血管硬度パラメーターについては所与の値を設定する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の血圧計測装置。
【請求項５】
　前記第１の動脈は中枢動脈であり、
　前記第２の動脈は末梢動脈であり、
　前記血圧推定処理は中枢動脈の起始部血圧を推定する処理である、
　ことを特徴とする請求項１から４の何れか一項に記載の血圧計測装置。
【請求項６】
　第１の動脈の血管径又は血管断面積を計測する血管断面指標値計測を、前記第１の動脈
よりも抹消側における第２の動脈の血圧計測と組み合わせた他動脈血圧組合せ計測を行う
ことと、
　前記第２の動脈の前記血圧のうち拡張期血圧のみを用いて、前記第１の動脈の前記血管
径又は前記血管断面積から前記第１の動脈の血圧を推定する血圧推定処理に係るパラメー
ターを校正することと、
　を含む血圧推定パラメーター校正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血圧推定用のパラメーターを校正する方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、超音波を用いて血流や血管径、血圧を計測する装置や、血管の弾性率を計測
する装置が考案されている。これらの装置は、被検者に痛みや不快感を与えることのない
非侵襲式の計測ができることを特徴としている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、血管径変化又は血管断面積変化と血圧変化とを非線形関係と
捉え、血管の硬さを表すスティフネスパラメーターと血管径又は血管断面積とから、血圧
を推定する手法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－４１３８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、中枢動脈の起始部血圧として知られる中心血圧は、動脈硬化や循環器疾患の
指標値になると考えられている。例えば、特許文献１に開示されている技術を適用して中
心血圧を推定することを考えた場合、大動脈や頸動脈といった中枢動脈の血圧を計測して
、上記のスティフネスパラメーターを校正することが必要となる。しかし、中枢動脈の血
圧計測には、通常、カテーテルを挿入するといった侵襲式の計測方法を用いる必要がある
ため、被検者の身体への負担が大きくなるという問題がある。
【０００６】
　また、中心血圧を計測する装置として、例えば手首部の橈骨動脈の血圧波形から中心血
圧を推定する中心血圧計も実用化されている。しかし、これらの中心血圧計はサイズが大
きい据え置き型であり、且つ、高価であるため、被検者が携行して長時間にわたって中心
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血圧を計測したり、好きなときに気軽に中心血圧を計測する用途には不向きであった。
【０００７】
　特徴的な血圧として中心血圧を例示したが、中心血圧以外にも、動脈の種類によっては
血圧の計測が困難なものが存在する。このような動脈については、血圧を推定するために
必要なパラメーターの校正を行うことが容易ではなく、そのために血圧の推定を行えない
事態が生じ得た。
【０００８】
　本発明は上述した課題に鑑みて為されたものであり、血圧を推定するための新しい手法
を提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以上の課題を解決するための第１の形態は、第１の動脈の血管径又は血管断面積（以下
、「血管径」又は「血管断面積」のことを包括して「血管断面指標値」と称す。）を計測
する血管断面指標値計測を、第２の動脈の血圧計測と組み合わせた他動脈血圧組合せ計測
を行うことと、前記他動脈血圧組合せ計測の計測結果を用いて、前記第１の動脈の血管断
面指標値から前記第１の動脈の血圧を推定する血圧推定処理に係るパラメーターを校正す
ることと、を含む血圧推定パラメーター校正方法である。
【００１０】
　また、他の形態として、第１の動脈の血管断面指標値を計測する血管断面指標値計測部
と、前記血管断面指標値計測部により計測された血管断面指標値から前記第１の動脈の血
圧を推定する血圧推定処理を実行して当該血圧を計測する血圧計測部と、第２の動脈の血
圧を入力する入力部と、前記血管断面指標値計測部により計測された血管断面指標値と前
記入力部により入力された血圧とを用いて、前記血圧推定処理に係るパラメーターを校正
する校正部と、を備えた血圧計測装置を構成することとしてもよい。
【００１１】
　血圧のうち、拡張期血圧は、動脈の流れる部位に依らず値がほとんど変わらない性質が
ある。そこで、第１の形態等によれば、第１の動脈の血管断面指標値計測を、第２の動脈
の血圧計測と組み合わせた他動脈血圧組合せ計測を行う。そして、他動脈血圧組合せ計測
の計測結果を用いて、第１の動脈の血管断面指標値から第１の動脈の血圧を推定する血圧
推定処理に係るパラメーターを校正する。これにより、血圧推定処理に係るパラメーター
を適切に校正することができ、ひいては血圧を正しく推定することが可能となる。
【００１２】
　また、第２の形態として、第１の形態の血圧推定パラメーター校正方法において、前記
パラメーターには、拡張期血管断面指標値と前記第１の動脈の拡張期血圧との関係に係る
相関パラメーターが含まれ、前記校正することは、前記他動脈血圧組合せ計測の計測結果
を用いて前記相関パラメーターを校正することを含む、血圧推定パラメーター校正方法を
構成することとしてもよい。
【００１３】
　この第２の形態によれば、他動脈血圧組合せ計測の計測結果を用いて拡張期血管断面指
標値と第１の動脈の拡張期血圧との関係に係る相関パラメーターを校正することで、血圧
推定処理に係るパラメーターを適正化することができる。
【００１４】
　また、第３の形態として、第１又は第２の形態の血圧推定パラメーター校正方法におい
て、前記パラメーターには、前記第１の動脈の血管硬度を表す血管硬度パラメーターが含
まれ、前記血管断面指標値計測を、前記第１の動脈の血圧計測と組み合わせた同動脈血圧
組合せ計測を行うこと、を更に含み、前記校正することは、前記同動脈血圧組合せ計測の
計測結果を用いて前記血管硬度パラメーターを校正することを含む、血圧推定パラメータ
ー校正方法を構成することとしてもよい。
【００１５】
　この第３の形態によれば、血管断面指標値計測を、第１の動脈の血圧計測と組み合わせ
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た同動脈血圧組合せ計測を行う。そして、この同動脈血圧組合せ計測の計測結果を用いて
血管硬度パラメーターを校正する。これにより、第１の動脈の血管硬度を反映した血管硬
度パラメーターの値を求めることが可能となる。
【００１６】
　また、第４の形態として、第１又は第２の形態の血圧推定パラメーター校正方法におい
て、前記パラメーターには、前記第１の動脈の血管硬度を表す血管硬度パラメーターが含
まれ、前記校正することは、前記血管硬度パラメーターについては所与の値を設定するこ
とを含む、血圧推定パラメーター校正方法を構成することとしてもよい。
【００１７】
　この第４の形態によれば、血管硬度パラメーターについては所与の値を設定することで
、血圧推定処理に係るパラメーターを簡易に校正することができる。
【００１８】
　また、第５の形態として、第１～第４の何れかの形態の血圧推定パラメーター校正方法
において、前記第１の動脈は中枢動脈であり、前記第２の動脈は末梢動脈であり、前記血
圧推定処理は中枢動脈の起始部血圧を推定する処理である、血圧推定パラメーター校正方
法を構成することとしてもよい。
【００１９】
　この第５の形態によれば、上記の形態と相まって、中枢動脈の起始部血圧を推定する血
圧推定処理に係るパラメーターを校正することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】中心血圧推定パラメーターの校正方法の説明図。
【図２】計測部位別の血圧計測結果の説明図。
【図３】超音波血圧計の機能構成の一例を示すブロック図。
【図４】メイン処理の流れを示すフローチャート。
【図５】血管硬度パラメーター校正処理の流れを示すフローチャート。
【図６】相関パラメーター校正処理の流れを示すフローチャート。
【図７】第２メイン処理の流れを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して、本発明を適用した好適な実施形態の一例について説明する。本
実施形態では、第１の動脈を中枢動脈とし、第２の動脈を末梢動脈として、中枢動脈の起
始部血圧を推定する血圧推定処理に係るパラメーターを校正する実施形態について説明す
る。本実施形態では、血管径を血管断面指標値として説明するが、血管径の代わりに血管
断面積を用いてもよい（その場合、以下の文章中の「血管径」を「血管断面積」に置き換
えて読めばよい。）。本発明を適用可能な形態が以下説明する実施形態に限定されるわけ
でないことは勿論である。
【００２２】
　１．原理
　本実施形態では、中心血圧を推定するための血圧推定処理に係るパラメーター（以下、
「中心血圧推定パラメーター」と称す。）を校正する。中心血圧は、主に中枢動脈の一種
である大動脈の起始部血圧のことを指す。頸動脈の血圧を中心血圧とみなす場合もある。
【００２３】
　中心血圧推定パラメーターには、拡張期血管径と拡張期中心血圧との関係に係る相関パ
ラメーターと、中枢動脈の血管硬度を表す血管硬度パラメーターとが含まれる。本実施形
態では、この２種類のパラメーターを校正する。
【００２４】
　さて、血圧推定処理では中枢動脈の血管径から中心血圧を推定するため、中枢動脈の血
管径と中枢動脈の血圧との相関特性を定めることが必要となる。この相関特性は、例えば
、中枢動脈の血管径と中枢動脈の血圧とを非線形な関係で結び付けた相関式で表すことが
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できる。
【００２５】
　具体的には、中枢動脈の血管にかかる圧力と、各血圧時における血管径とを用いて、例
えば次式（１）のような相関式で相関特性を表すことができる。
　　　Ｐ＝Ｐｄ・ｅｘｐ［β（Ｄ／Ｄｄ－１）］・・・（１）
　　　但し、β＝ｌｎ（Ｐｓ／Ｐｄ）／（Ｄｓ／Ｄｄ－１）
【００２６】
　ここで、「Ｐｓ」は収縮期血圧であり、「Ｐｄ」は拡張期血圧である。また、「Ｄｓ」
は収縮期血圧のときの血管径である収縮期血管径であり、「Ｄｄ」は拡張期血圧のときの
血管径である拡張期血管径である。また、「β」はスティフネスパラメーターと呼ばれる
血管硬度を表す指標値である。
【００２７】
　血管硬度パラメーターは、式（１）のスティフネスパラメーター「β」に相当する。相
関パラメーターは、式（１）の拡張期血圧「Ｐｄ」及び拡張期血管径「Ｄｄ」に相当する
。
【００２８】
　本実施形態における大きな特徴の１つは、中心血圧推定パラメーターの校正を、血管硬
度パラメーターの校正と相関パラメーターの校正との２つに分ける点にある。具体的には
、図１に示すように第１校正と第２校正との２種類の校正がある。
【００２９】
　第１校正では、中枢動脈の血管径の計測を、中枢動脈の血圧の計測（中心血圧計測）と
組み合わせて行って（以下、この組み合わせを「中心血圧組合せ計測」と称する。）、血
管硬度パラメーターを校正する。中心血圧組合せ計測は、同動脈血圧組合せ計測の一種で
ある。
【００３０】
　第２校正では、中枢動脈の血管径の計測を、末梢動脈の血圧の計測（末梢血圧計測）と
組み合わせて行って（以下、この組み合わせを「末梢血圧組合せ計測」と称する。）、相
関パラメーターを校正する。末梢血圧組合せ計測は、他動脈血圧組合せ計測の一種である
。
【００３１】
　以上の通り、本実施形態では、血管硬度パラメーターの校正は中心血圧組合せ計測を行
う第１校正で行い、相関パラメーターの校正は末梢血圧組合せ計測を行う第２校正で行う
。
【００３２】
　２種類の校正を利用する理由を、図２を参照して説明する。
　図２は、生体の中枢部から末梢部に至るまでの各計測部位で血圧を計測した生理学的な
実験結果の一例を示す図である。図２において、横軸は計測部位を示し、左にいくほど中
枢部に近く、右にいくほど末梢部に近い計測部位であることを表している。また、縦軸は
血圧である。５箇所の計測部位における血圧変化の一例を図示している。
【００３３】
　この図を見ると、収縮期血圧は中枢部から末梢部に近くなるにつれて徐々に上昇する傾
向があることがわかる。これは、いわゆるピーキング現象によるものと考えられる。それ
に対し、拡張期血圧は、中枢部でも末梢部でもほとんど変化がなく、ほぼ一定の値を示し
ている。
【００３４】
　この結果から、中枢動脈と末梢動脈とでは収縮期血圧が異なるため、末梢動脈の血圧を
用いて血管硬度パラメーターを校正した場合、中枢動脈の血管硬度を適確に反映できない
可能性が高い。そこで、血管硬度パラメーターの校正は、中枢動脈の血圧を用いた第１校
正とする。なお、中枢動脈の血圧（中心血圧）の計測は、例えば、医療機関等で用いられ
る中心血圧計を利用することができる。
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【００３５】
　その一方で、中枢動脈の血管径は一定ではなく、僅かに差があるため、中枢動脈の血管
径を計測する際の計測状況（例えば計測装置の装着態様）等に応じて、相関特性を調整す
ることが必要となる。中枢動脈の血圧を計測するのであれば、被検者に対して医療機関等
に足を運ばせる手間があるが、末梢動脈の血圧を計測するのであれば、市販されている血
圧計を用いて家庭での血圧計測も容易である。拡張期血圧は、中枢動脈でも末梢動脈でも
それほど値が変わらない性質があるため、相関パラメーターの校正は、末梢動脈の血圧計
測を行うことで事足りる。そこで、相関パラメーターの校正は、末梢動脈の血圧を用いた
第２校正とする。
【００３６】
　２．実施例
　次に、被検者の橈骨静脈を末梢動脈とし、頸動脈を中枢動脈として、上記の原理に従っ
て中心血圧推定パラメーターの校正を行って中心血圧を推定する中心血圧計測装置の実施
例について説明する。中心血圧計測装置は、本発明における血圧計測装置の一種である。
本実施例では、中心血圧計測装置を超音波血圧計１とする。
【００３７】
　２－１．機能構成
　図３は、超音波血圧計１の機能構成の一例を示すブロック図である。超音波血圧計１は
、超音波プローブ１０と、本体装置２０とを有し、中心血圧計２及び加圧血圧計３とケー
ブル接続して、これらの計測結果を入力可能に構成されている。
【００３８】
　超音波プローブ１０は、血管径計測部１２０からの制御信号に従って、超音波の送信モ
ードと受信モードとを時分割方式で切り替えて超音波を送受信する小型の接触子である。
超音波プローブ１０で受信された信号は、血管径計測部１２０に出力される。本実施例に
おいて、超音波プローブ１０は被検者の頸部に装着され、中枢動脈である頸動脈の血管径
を計測するために利用される。
【００３９】
　本体装置２０は、第１入力部４０と、第２入力部６０と、処理部１００と、操作部２０
０と、表示部３００と、音出力部４００と、通信部５００と、時計部６００と、記憶部８
００とを有し、各機能部を実現する回路等を、携帯可能な小型筐体に収めて構成されてい
る。本体装置２０は一種のコンピューター制御装置とも言える。
【００４０】
　第１入力部４０は、中心血圧計２と接続して血圧の計測値を入力する。
　中心血圧計２は、例えば被検者の手首部で計測した橈骨動脈の脈波に基づいて中心血圧
を推定する中心血圧計測装置である。
【００４１】
　第２入力部６０は、加圧血圧計３と接続して血圧の計測値を入力する。
　加圧血圧計３は、例えば被検者の上腕部や手首部にカフ帯を巻いて血圧を計測する加圧
式の血圧計測装置である。
【００４２】
　処理部１００は、超音波血圧計１の各部を統括的に制御する制御装置及び演算装置であ
り、ＣＰＵ（Central Processing Unit）やＤＳＰ（Digital Signal Processor）等のマ
イクロプロセッサーや、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）等を有
して構成される。
【００４３】
　処理部１００は、主要な機能部として、血管径計測部１２０と、中心血圧計測部１３０
と、血管硬度パラメーター校正部１４０と、相関パラメーター校正部１５０とを有する。
但し、これらの機能部は一実施例として記載したものに過ぎず、必ずしもこれら全ての機
能部を必須構成要素としなければならないわけではない。また、これら以外の機能部を必
須構成要素としてもよいことは勿論である。
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【００４４】
　血管径計測部１２０は、超音波プローブ１０の超音波の送受信を制御し、超音波プロー
ブ１０から出力された超音波の反射波の受信信号を利用して、対象血管の血管径を計測す
る。本実施形態では、頸動脈が対象血管となる。血管径計測部１２０は、中枢動脈の血管
断面指標値を計測する血管断面指標値計測部の一種である。血管径計測部１２０は、血管
径を連続的に計測可能に構成されている。血管径を連続的に計測する手法としては、例え
ば、位相差トラッキング法を適用することができる。
【００４５】
　中心血圧計測部１３０は、血管径計測部１２０により計測された血管径から中心血圧を
推定する血圧推定処理を実行して中心血圧を計測する。
　血管硬度パラメーター校正部１４０は、血管径計測部１２０により計測された血管径と
第１入力部４０により入力された血圧とを用いて、血管硬度パラメーターを校正する。
　相関パラメーター校正部１５０は、血管径計測部１２０により計測された血管径と第２
入力部６０により入力された血圧とを用いて、相関パラメーターを校正する。
【００４６】
　操作部２００は、ボタンスイッチ等を有して構成される入力装置であり、押下されたボ
タンの信号を処理部１００に出力する。この操作部２００の操作により、中心血圧の計測
開始指示等の各種指示入力がなされる。
【００４７】
　表示部３００は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等を有して構成され、処理部１０
０から入力される表示信号に基づく各種表示を行う表示装置である。表示部３００には、
中心血圧計測部１３０による中心血圧の計測結果等が表示される。
【００４８】
　音出力部４００は、処理部１００から入力される音出力信号に基づく各種音出力を行う
音出力装置である。
【００４９】
　通信部５００は、処理部１００の制御に従って、装置内部で利用される情報を外部の情
報処理装置との間で送受するための通信装置である。通信部５００の通信方式としては、
所定の通信規格に準拠したケーブルを介して有線接続する形式や、クレイドルと呼ばれる
充電器と兼用の中間装置を介して接続する形式、近距離無線通信を利用して無線接続する
形式等、種々の方式を適用可能である。中心血圧計２や加圧血圧計３との接続が通信接続
となる場合には、第１入力部４０や第２入力部６０が通信部５００となる。
【００５０】
　時計部６００は、水晶振動子及び発振回路でなる水晶発振器等を有して構成され、時刻
を計時する計時装置である。時計部６００の計時時刻は、処理部１００に随時出力される
。
【００５１】
　記憶部８００は、ＲＯＭ（Read Only Memory）やフラッシュＲＯＭ、ＲＡＭ（Random A
ccess Memory）等の記憶装置を有して構成される。記憶部８００は、超音波血圧計１のシ
ステムプログラムや、血管径計測機能、中心血圧推定機能、校正機能といった各種機能を
実現するための各種プログラム、データ等を記憶している。また、各種処理の処理中デー
タ、処理結果などを一時的に記憶するワークエリアを有する。
【００５２】
　記憶部８００には、プログラムとして、例えば、処理部１００によって読み出され、メ
イン処理（図４参照）として実行されるメインプログラム８１０が記憶されている。メイ
ンプログラム８１０は、血管硬度パラメーター校正処理（図５参照）として実行される血
管硬度パラメーター校正プログラム８１１と、相関パラメーター校正処理（図６参照）と
して実行される相関パラメーター校正プログラム８１２とをサブルーチンとして含む。こ
れらの処理については、フローチャートを用いて詳細に後述する。
【００５３】
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　また、記憶部８００には、データとして、校正用データ８２０と、血管硬度パラメータ
ーデータ８３０と、相関パラメーターデータ８４０と、血管径計測データ８５０と、中心
血圧計測データ８６０とが記憶される。
【００５４】
　校正用データ８２０は、中心血圧推定パラメーターの校正を行うために用いられるデー
タである。血管硬度パラメーターの校正に用いられる中心血圧組合せ計測の計測結果や、
相関パラメーターの校正に用いられる末梢血圧組合せ計測の計測結果がこれに含まれる。
【００５５】
　血管硬度パラメーターデータ８３０は、血管硬度パラメーターの校正値が記憶されたデ
ータであり、血管硬度パラメーター校正処理が行われる度に更新される。
　相関パラメーターデータ８４０は、相関パラメーターの校正値が記憶されたデータであ
り、相関パラメーター校正処理が行われる度に更新される。
【００５６】
　血管径計測データ８５０は、血管径計測部１２０により計測された血管径が記憶された
データである。
　中心血圧計測データ８６０は、中心血圧計測部１３０により推定された中心血圧が記憶
されたデータである。
【００５７】
　２－２．処理の流れ
　図４は、処理部１００が、記憶部８００に記憶されているメインプログラム８１０に従
って実行するメイン処理の流れを示すフローチャートである。
【００５８】
　最初に、処理部１００は、血管硬度パラメーターの校正タイミングであるか否かを判定
する（ステップＡ１）。血管硬度パラメーターの校正タイミングとしては、種々のタイミ
ングを設定可能である。血管硬度パラメーターは、血管の器質的な変化が生じた場合に値
が変化すると考えられるが、それにはある程度長期間（数か月～年単位）を要する。そこ
で、血管硬度パラメーター校正処理を前回実行してから所定の期間（例えば３ヶ月）が経
過したタイミングを校正タイミングとして定めておくなどすることができる。
【００５９】
　血管硬度パラメーターの校正タイミングであると判定したならば（ステップＡ１；Ｙｅ
ｓ）、処理部１００は、血管硬度パラメーターの校正が必要であることを被検者に報知す
る所定の報知制御を行う（ステップＡ３）。例えば、医療機関等に出向いて血管硬度パラ
メーターの校正に係る処置を受けるように促すメッセージを表示部３００に表示させたり
、音声ガイダンスを音出力部４００から音出力させるなどの制御を行う。
【００６０】
　次いで、処理部１００は、血管硬度パラメーターの校正を実行するか否かを判定する（
ステップＡ５）。例えば、被検者によって校正の実行開始ボタンが押下されたか否かを判
定する。そして、実行すると判定したならば（ステップＡ５；Ｙｅｓ）、記憶部８００に
記憶されている血管硬度パラメーター校正プログラム８１１に従って血管硬度パラメータ
ー校正処理を行う（ステップＡ７）。
【００６１】
　図５は、血管硬度パラメーター校正処理の流れを示すフローチャートである。
　先ず、血管径計測部１２０による頸動脈の血管径計測（収縮期血管径及び拡張期血管径
の計測）を開始する（ステップＢ１）。そして、処理部１００は、中心血圧計２から血圧
の計測値を入力するまで待機する（ステップＢ３）。血管径計測部１２０は、中心血圧計
２による血圧計測が終了するまでの間、血管径を連続的に計測し、校正用データ８２０と
して記憶部８００に記憶させる。
【００６２】
　第１入力部４０を介して中心血圧計２から血圧の計測値を入力すると、血管径計測部１
２０は、血管径の計測を終了する（ステップＢ５）。次いで、血管硬度パラメーター校正
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部１４０は、血管硬度パラメーターの値を校正する（ステップＢ７）。
【００６３】
　具体的には、中心血圧計２による血圧の計測が完了するまでの間に血管径計測部１２０
により計測された血管径の代表値を決定する。代表値は平均値であってもよいし、中央値
であってもよい。そして、血管径（収縮期血管径及び拡張期血管径）の代表値と、中心血
圧計２による血圧（収縮期血圧及び拡張期血圧）の計測値とを用いて、血管硬度パラメー
ター（例えばスティフネスパラメーター「β」）を校正し、血管硬度パラメーターデータ
８３０として記憶部８００に記憶させる。これで、血管硬度パラメーター校正処理は終了
となる。
【００６４】
　図４のメイン処理に戻り、血管硬度パラメーター校正処理を行った後、処理部１００は
、相関パラメーターの校正タイミングであるか否かを判定する（ステップＡ９）。相関パ
ラメーターの校正タイミングは、血管硬度パラメーターの校正タイミングよりも短い時間
間隔の経過タイミングとして定めておくことができる。
【００６５】
　超音波血圧計１によって血圧計測を常時行うことを考えた場合、被検者の頸部に装着す
る超音波プローブ１０の装着位置は、被検者の身体動作によってずれることが想定される
。頸動脈の血管径は均一ではなく、場所によって差があるため、頸動脈の血管径と血圧と
の相関特性は比較的短い周期で変化する可能性がある。そこで、毎日決められた時刻（例
えば毎朝８時）に相関パラメーターの校正を実行することとし、この時刻に相当するタイ
ミングを校正タイミングとして定めておくなどすればよい。
【００６６】
　相関パラメーターの校正タイミングであると判定したならば（ステップＡ９；Ｙｅｓ）
、処理部１００は、相関パラメーターの校正が必要であることを被検者に報知する所定の
報知制御を行う（ステップＡ１１）。例えば、被検者が所有している家庭用の血圧計を用
いて相関パラメーターの校正の実行を促すように報知する所定の報知制御を行う。
【００６７】
　次いで、処理部１００は、相関パラメーターの校正を実行するか否かを判定する（ステ
ップＡ１３）。例えば、被検者によって校正の実行開始ボタンが押下されたか否かを判定
する。そして、実行すると判定したならば（ステップＡ１３；Ｙｅｓ）、記憶部８００に
記憶されている相関パラメーター校正プログラム８１２に従って相関パラメーター校正処
理を行う（ステップＡ１５）。
【００６８】
　図６は、相関パラメーター校正処理の流れを示すフローチャートである。
　先ず、血管径計測部１２０による頸動脈の血管径計測の計測を開始する（ステップＣ１
）。ステップＣ１の血管径計測では、少なくとも頸動脈の拡張期血管径を計測すればよい
。そして、処理部１００は、加圧血圧計３から血圧の計測値を入力するまで待機する（ス
テップＣ３）。血管径計測部１２０は、加圧血圧計３による血圧計測が終了するまでの間
、血管径を連続的に計測し、校正用データ８２０として記憶部８００に記憶させる。
【００６９】
　第２入力部６０を介して加圧血圧計３から血圧の計測値を入力すると、血管径計測部１
２０は、血管径の計測を終了する（ステップＣ５）。次いで、相関パラメーター校正部１
５０は、相関パラメーターを校正する（ステップＣ７）。
【００７０】
　具体的には、加圧血圧計３による血圧の計測が完了するまでの間に血管径計測部１２０
により計測された拡張期血管径の代表値を決定する。代表値は平均値であってもよいし、
中央値であってもよい。そして、拡張期血管径の代表値と、加圧血圧計３によって計測さ
れた拡張期血圧とを相関パラメーターとし、相関パラメーターデータ８４０として記憶部
８００に記憶させる。これで、相関パラメーター校正処理は終了となる。
【００７１】
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　図４のメイン処理に戻り、相関パラメーター校正処理を行った後、処理部１００は、血
圧の計測タイミングであるか否かを判定する（ステップＡ１７）。血圧の計測タイミング
は、例えば、所定時間間隔毎（例えば１時間毎）のタイミングとしてもよいし、被検者に
よって血圧計測の実行指示がなされたタイミングとしてもよい。
【００７２】
　血圧の計測タイミングであると判定した場合は（ステップＡ１７；Ｙｅｓ）、血管径計
測部１２０は頸動脈の血管径を計測して、記憶部８００の血管径計測データ８５０に記憶
させる（ステップＡ１９）。
【００７３】
　次いで、中心血圧計測部１３０は、血管硬度パラメーターデータ８３０に記憶されてい
る血管硬度パラメーターの校正値と、相関パラメーターデータ８４０に記憶されている相
関パラメーターの校正値とにより定まる相関式から、ステップＡ１９で計測された血管径
を用いて中心血圧を推定する血圧推定処理を行い、推定した中心血圧を記憶部８００の中
心血圧計測データ８６０に記憶させる（ステップＡ２１）。そして、処理部１００は、推
定した中心血圧を表示部３００に表示させる（ステップＡ２３）。
【００７４】
　その後、処理部１００は、処理を終了するか否かを判定し（ステップＡ２５）、処理を
継続すると判定したならば（ステップＡ２５；Ｎｏ）、ステップＡ１に戻る。また、処理
を終了すると判定したならば（ステップＡ２５；Ｙｅｓ）、メイン処理を終了する。
【００７５】
　３．作用効果
　拡張期血圧は、中枢動脈でも末梢動脈でも値がほとんど変わらない性質がある。また、
非侵襲で中枢動脈の血圧を計測することは困難であるが、非侵襲で末梢動脈の血圧を計測
することは容易である。そこで、他動脈血圧組合せ計測として、中枢動脈の血管径計測を
、末梢動脈の血圧の計測と組み合わせた末梢血圧組合せ計測を行う。そして、この末梢血
圧組合せ計測の計測結果を用いて、中枢動脈の血管径から中心血圧を推定する血圧推定処
理に係るパラメーターを校正する。これにより、血圧推定処理に係るパラメーターの校正
を適切に行い、ひいては中心血圧を正しく推定することが可能となる。
【００７６】
　本実施形態では、第１校正において、同動脈血圧組合せ計測として、中枢動脈の血管径
計測を、中枢動脈の血圧の計測と組み合わせた中心血圧組合せ計測を行う。そして、この
中心血圧組合せ計測の計測結果を用いて、中枢動脈の血管硬度を表す血管硬度パラメータ
ー（例えばスティフネスパラメーター「β」）を校正する。これにより、中心血圧を推定
するための血圧推定処理に係るパラメーターを適正化することができる。
【００７７】
　また、本実施形態では、第２校正において、末梢血圧組合せ計測の計測結果を用いて、
拡張期血管径と拡張期中心血圧との関係に係る相関パラメーター（例えば拡張期血圧「Ｐ
ｄ」及び拡張期血管径「Ｄｄ」）を校正する。これにより、中心血圧を推定するための血
圧推定処理に係るパラメーターを適正化することができる。
【００７８】
　４．変形例
　本発明を適用可能な実施例は、上記の実施例に限定されることなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲で適宜変更可能であることは勿論である。以下、変形例について説明する。
【００７９】
　４－１．動脈
　上記の実施形態では、第１の動脈を中枢動脈とし、第２の動脈を末梢動脈として、中枢
動脈の起始部血圧を推定する血圧推定処理に係るパラメーターを校正する実施形態につい
て説明した。しかし、第１の動脈及び第２の動脈として選択可能な動脈の組合せはこれに
限られるわけではない。収縮期血圧が異なる値を示す動脈の組合せであれば、本発明を適
用する意義がある。
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【００８０】
　例えば、中枢動脈の一種である大動脈から枝分かれしている鎖骨下動脈を第１の動脈と
し、橈骨動脈等の末梢動脈を第２の動脈として、鎖骨下動脈の血管径から鎖骨下動脈の血
圧を推定する血圧推定処理に係るパラメーターを校正することとしてもよい。この場合は
、鎖骨下動脈の血管径を計測する血管径計測を、同じく鎖骨下動脈の血圧計測と組み合わ
せた同動脈血圧組合せ計測を行う。鎖骨下動脈の血管径計測は、例えば超音波を利用する
ことで実現可能であり、鎖骨下動脈の血圧計測は、例えばカテーテルを利用することで実
現可能である。そして、この同動脈血圧組合せ計測の計測結果を用いて、鎖骨下動脈の血
管硬度を表す血管硬度パラメーター（例えばスティフネスパラメーター）を校正する。
【００８１】
　また、上記の鎖骨下動脈の血管径を計測する血管径計測を、末梢動脈の血圧計測と組み
合わせた他動脈血圧組合せ計測を行う。末梢動脈の血圧計測は、例えば加圧血圧計を用い
て上腕部や手首部で血圧計測を行うことで実現可能である。そして、この他動脈血圧組合
せ計測の計測結果を用いて、鎖骨下動脈の拡張期血管径と鎖骨下動脈の拡張期血圧との関
係に係る相関パラメーターを校正する。
【００８２】
　４－２．血管断面指標値
　上記の実施形態では、血管径を血管断面指標値とする場合の実施形態について説明した
が、血管断面積を血管断面指標値としてもよい。血管断面積と血圧との相関特性は、式（
１）において血管径「Ｄ」を血管断面積「Ｓ」に置き換えることで同様に定義することが
できる。血管断面積は、例えば、Ｂモード画像からトレースして求めたり、カラードップ
ラー法の血流表示から求めるなどすることができる。
【００８３】
　４－３．血管径の計測方法
　上記の実施例では、血管径の計測方法を、超音波を利用した計測方法として説明したが
、血管径の計測方法はこれに限られないことは勿論である。例えば、発光素子から所定波
長の光を対象動脈に向けて照射した際の対象動脈からの反射光を受光し、信号処理するこ
とで、対象動脈の血管径を計測する手法を採用してもよい。
【００８４】
　４－４．中心血圧計測装置
　上記の実施例では、自由行動下にある被検者が、個人で中心血圧を計測することを目的
とした中心血圧計測装置の実施例を説明したが、本発明を適用可能な中心血圧計測装置は
これに限られない。例えば、医療用の中心血圧計測装置として、横たわった状態の被検者
に対して技師が超音波プローブを用いて超音波診断を行う装置に適用することも可能であ
る。
【００８５】
　４－５．外部の血圧計測装置
　上記の実施例では、橈骨動脈の脈波から中心血圧を推定する中心血圧計を用いて中枢動
脈の血圧（中心血圧）を計測する場合を例に挙げて説明したが、他の手法を利用して中心
血圧を推定する装置としてもよい。また、中枢動脈の血圧計測を非侵襲的な手法を用いて
行うのではなく、例えば頸部にカテーテルを挿入するといった侵襲式の手法を用いて行う
こととしてもよい。
【００８６】
　また、上記の実施例では、カフ型の加圧血圧計を例に挙げて説明したが、末梢動脈の血
圧を計測する血圧計測装置もこれに限られるわけではない。例えば、連続法の一種である
トノメトリー法や容積補償法を用いて血圧を計測する血圧計測装置としてもよいし、間欠
法の一種である聴診法（コロトコフ法）を用いて血圧を計測する血圧計測装置としてもよ
い。
【００８７】
　４－６．相関特性
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　上記の実施形態では、血管径と血圧との相関特性を表す相関式として、式（１）で表さ
れる相関式を適用する場合を例に挙げて説明した。しかし、式（１）の相関式は一例とし
て記載したものに過ぎず、これ以外の相関式を適用することとしてもよいのは勿論である
。相関式の種類は線形／非線形を問わない。
【００８８】
　例えば、血管径と血圧とを線形の関係で近似した相関式として、次式（２）で表される
相関式を適用することとしてもよい。
　　　Ｐ＝Ｅ×Ｄ＋Ｂ・・・（２）
　　　但し、Ｅ＝（Ｐｓ－Ｐｄ）／（Ｄｓ－Ｄｄ）
　　　　　　Ｂ＝Ｐｄ－Ｅ×Ｄｄ
【００８９】
　ここで、「Ｐｓ」は収縮期血圧であり、「Ｐｄ」は拡張期血圧である。また、「Ｄｓ」
は収縮期血管径であり、「Ｄｄ」は拡張期血管径である。また、「Ｅ」は血管硬度を表す
指標値であり、「Ｂ」は相関式の切片である。
【００９０】
　式（２）で表される相関式を適用する場合には、血管硬度を表す指標値「Ｅ」を血管硬
度パラメーターとし、相関式の切片「Ｂ」を相関パラメーターとして、上記の実施形態と
同様に中心血圧推定パラメーターの校正を行えばよい。
【００９１】
　なお、記憶部８００には、必ずしも相関式のデータを記憶させる必要はなく、テーブル
形式で血管断面指標値（血管径又は血管断面積）と血圧との相関特性を定めたデータ（ル
ックアップテーブル）を記憶させることとしてもよい。
【００９２】
　４－７．通信方式
　上記の実施例では、超音波血圧計１と外部の血圧計測装置（中心血圧計２や加圧血圧計
３）との接続を有線によって行ったが、超音波血圧計１と外部の血圧計測装置とにそれぞ
れ無線通信部を設けることとし、無線通信を利用して、外部の血圧計測装置から血圧の計
測値を取得する構成としてもよい。
【００９３】
　４－８．校正タイミング
　上記の実施例で説明した血管硬度パラメーターの校正タイミングや相関パラメーターの
校正タイミングは一例であり、適宜設定変更可能である。例えば、急激な気温の変化によ
り、被検者の対象動脈の性状が変化する場合がある。そこで、血圧計測時の気温を記憶す
ることとし、前回計測時の気温と今回計測時の気温の差が所定の閾値を超えたタイミング
を、血管硬度パラメーターの校正タイミングとするなどしてもよい。
【００９４】
　４－９．校正方法
　（１）校正の手順
　上記の実施形態では、第１校正として血管硬度パラメーターの校正を行い、第２校正と
して相関パラメーターの校正を行うものとして説明したが、これを次のようにしてもよい
。
【００９５】
　第１校正において血管硬度パラメーターを校正するとともに、中枢動脈の拡張期血管径
及び中枢動脈の拡張期血圧を用いて、相関パラメーターを初期設定する。そして、血管硬
度パラメーターの校正値と相関パラメーターの初期設定値とを用いて、相関式を定める。
【００９６】
　第２校正では、中枢動脈の拡張期血管径の計測結果と、末梢動脈の拡張期血圧の計測結
果とを用いて、相関パラメーターを校正する。そして、相関パラメーターの校正値でなる
座標上の点を通るように、第１校正で定めた相関式をシフトさせることで、相関式を決定
・校正する。
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　（２）血管硬度パラメーターの設定
　中心血圧組合せ計測を省略し、血管硬度パラメーターについては所与の値を設定するこ
ととしてもよい。具体的には、例えば、被検者の年齢や性別、身体データ等に基づいて、
血管硬度パラメーターの平均的な値を予めデータベース化しておく。そして、被検者に上
記のデータを入力させ、入力データに対応する血管硬度パラメーターの値をデータベース
から読み出して設定することで、血管硬度パラメーターの校正を行うこととしてもよい。
【００９８】
　（３）血管硬度パラメーターの校正処理
　血管硬度パラメーターの校正処理を、血管硬度パラメーターの校正を精細に行うための
処理と、簡易的に行うための処理との２つに分けて、これらの処理を切り替えて血管硬度
パラメーターの校正を行うようにしてもよい。
【００９９】
　図７は、この場合に超音波血圧計１の処理部１００が、図４のメイン処理に代えて実行
する第２メイン処理の流れを示すフローチャートである。なお、メイン処理と同一のステ
ップについては同一の符号を付して再度の説明を省略し、メイン処理とは異なる部分を中
心に説明する。
【０１００】
　ステップＡ５において血管硬度パラメーターの校正を実行すると判定したならば（ステ
ップＡ５；Ｙｅｓ）、処理部１００は、実行する校正の種別を判定する（ステップＤ６）
。校正の種別としては、中心血圧組合せ計測を行って血管硬度パラメーターを校正する「
精細校正」と、中心血圧組合せ計測を行わずに血管硬度パラメーターを校正する「簡易校
正」との２種類を定めておくことができる。
【０１０１】
　被検者によって精細校正の実行が選択されたならば（ステップＤ６；精細校正）、処理
部１００は、図５で説明した血管硬度パラメーター校正処理を実行する（ステップＡ７）
。この校正処理では、中心血圧組合せ計測を行うことによって血管硬度パラメーターを校
正するため、いわば精細な校正が実現可能であると言える。
【０１０２】
　それに対し、被検者によって簡易校正の実行が選択されたならば（ステップＤ６；簡易
校正）、処理部１００は、血管硬度パラメーター簡易校正処理を行う（ステップＤ８）。
この校正処理では、例えば「（２）血管硬度パラメーターの設定」で説明したように、予
めデータベース化された血管硬度パラメーターの値を用いて血管硬度パラメーターを校正
する。この校正では、中心血圧組合せ計測を行わずに所与の値を設定することによって血
管硬度パラメーターを校正するため、いわば簡易的な校正が実現可能であると言える。
【符号の説明】
【０１０３】
　１　超音波血圧計、　２　中心血圧計、　３　加圧血圧計、　
１０　超音波プローブ、　２０　本体装置、　４０　第１入力部、
６０　第２入力部、　１００　処理部、　２００　操作部、　３００　表示部、
４００　音出力部、　５００　通信部、　６００　時計部、　８００　記憶部
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